
国の肝炎対策社会保障制度

ウイルス肝炎・肝硬変・肝がんに関連する
社会保障制度についての概説

市立病院肝臓教室

地方独立行政法人市立秋田総合病院



ウイルス性肝炎に関連する社会保障制度

１．肝炎ウイルス検査の促進

•全国民が一生に一度は肝炎ウイルス検査を。

•保健所や委託医療機関で実施。

•原則無料。

•検査の日程、場所、手続きはあらかじめ該当保健所や

委託医療機関に連絡を。

地方独立行政法人市立秋田総合病院



ウイルス性肝炎に関連する社会保障制度

２．重症化予防推進事業

•保健所や委託医療機関でのウイルス検査陽性の時は、

初回精密検査、経過観察による定期検査を所得に応じ、

年2回自己負担額を助成。
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ウイルス性肝炎に関連する社会保障制度

３．肝炎医療費助成制度：

（肝炎に対する下記の治療の際の医療費自己負担助成）

• 自己負担額 １～２万円/月（所得に応じ）

インターフェロン治療： B型肝炎、C型肝炎

核酸アナログ製剤： B型肝炎

インターフェロンフリー治療： C型肝炎
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肝炎治療特別促進事業（医療費助成）
Ｂ型肝炎に対するインターフェロン治療と核酸アナログ治療
Ｃ型肝炎へのインターフェロン治療とインターフェロンフリー治療

実施主体 都道府県

対象者 Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎患者

対象医療 • Ｂ型慢性活動性肝炎に対するインターフェロン治療
• Ｂ型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療
• Ｃ型慢性肝疾患の根治を目的にしたインターフェロン治療
• Ｃ型慢性肝疾患の根治を目的としたインターフェロンフリー治療

自己負担額 原則1万円（上位所得階層は2万円）

財源負担 国：地方＝１：１
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ウイルス性肝炎に関連する社会保障制度

４．肝がん・重度肝硬変の入院医療費助成

• B型・C型に起因する肝がん・重度肝硬変で入院治療を受けて
いる人。

•年収370万以下の人。

•高額療養費4か月目以降は自己負担1万円。
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ウイルス性肝炎に関連する社会保障制度

５．治癒された方の定期検査費用の助成

• B型・C型の慢性肝炎・肝硬変・肝がんで治療費助成を受けて
いない方は年2回まで定期検査費用が助成される。

•対象は血液検査、超音波検査（肝硬変・肝がんはCT,MRIが可
能)
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ウイルス性肝炎に関連する社会保障制度

５．重度の肝硬変の方への支援制度

（身体障碍者手帳）

•肝機能障害の程度に応じて、介護や医療費・交通費助成など
自治体からのサービスが受けられる。

•医療機関の相談窓口や市町村の障害福祉担当窓口に相談
を。
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ウイルス性肝炎治療の最終目標と
社会保障制度

肝炎治療の最終目標は肝炎を効率的に治療・管理すること
により、その人の生命予後及び生活の質を改善させることです。
そのため国は様々な社会保障制度を設けていますので、
上手に利用しましょう。

12月の富士山
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